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意見公募のテーマ：

①手段別意見応募件数

郵　　　便 ファックス 電子メール 県民課・総合事務所等へ その他の方法 計

　　　　　　　（　　） 　　　 （　　）　　　 （　　）　　　 （　　）　　　１（　１）　　     １（　１）

②応募意見の政策案等への反映状況

対応状況 件　　数

計 １

③意見募集結果概要書を、1部添付してください。

とりネット
（実施担当課）

報道機関への
資料提供

県議会への報告
県民課等での

縦覧等
広報誌等への

掲　　載
その他

○ ○

    他の公表方法として該当するものに○を付してください。

そ　の　他

今後の検討課題

対応できない １

市町村が策定する地区計画において、近隣商業地域や商業地域と同様に商
業施設を誘導すべき地域として定められた区域は設置届の提出を不要とす
ることについては、反対。設置届の提出を求め、条例に基づく手続を行う
べき。

主　　な　　意　　見

　　　　 反映した

既に盛り込み済み

パブリックコメント実施結果報告書

平成２８年　２月　２日

住まいまちづくり課

松尾
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鳥取県大規模集客施設立地誘導条例の一部改正について


